
沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県教育委員会職員服務規程

の一部を改正する訓令）

総務課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、統括

監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 訓令の概要（沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会委

訓令第４号））

沖縄県教育委員会の所管に属する一般職の職員の服務に関し必要な事項を定

めた訓令。

２ 改正の経緯及び必要性

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の一部が改正

され、育児休業の取得回数制限が緩和されたこと等により、沖縄県職員の育児

休業等に関する条例（平成４年沖縄県条例第６号）の一部が改正されることに

伴い、関係規定を整理する等の必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 育児休業等計画書に係る規定を整理する。（第16条の２関係）

⑵ 育児休業承認請求書の提出期限を定める。（第16条の２関係）

⑶ その他所要の改正を行う。（第22号様式の２から第24号様式の２まで関

係）

⑷ この訓令は、令和４年10月31日から施行する。ただし、⑵の改正規定は令

和５年１月１日から施行する。（附則）

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和４年10月31日

施行年月日 令和４年10月31日

ただし、３－⑵の改正規定は令和５年１月１日

５ 根拠法令

⑴ 地方公務員の育児休業等に関する法律

⑵ 沖縄県職員の育児休業等に関する条例

６ 添付資料

新旧対照表

令和４年第11回教育委員会会議 報告事項（３）
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沖
縄
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
４
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
育
児
休
業
の
請
求
等
の
手
続
）

（
育
児
休
業
の
請
求
等
の
手
続
）

第
1
6
条
の
２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
1
1
0
号
。
以
下
「
育
第
1
6
条
の
２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
1
1
0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
職
員
が
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け

児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
職
員
が
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
１
月
前
ま
で
に
育
児
休
業
承
認
請
求

よ
う
と
す
る
と
き
は
、

育
児
休
業
承
認
請
求

書
（
第
2
2
号
様
式
）
に
当
該
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証

書
（
第
2
2
号
様
式
）
に
当
該
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証

明
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例

第
６
号
）
第
３
条
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
き
は
、
育

児
休
業
等
計
画
書
（
第
2
2
号
様
式
の
２
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

３
第
１
項
の
請
求
は
、
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
当
該
請
求
を
し
た
職
員
が
既
に
育
児
休
業
を

し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
育
児
休
業
再
（
延
長
）
請
求
書
（
第
2
3
号
様
式
）
を
教
育
長
に
提
出
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
6
条
の
３

育
児
休
業
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
が
育
児
休
業
の
期
間
を
延
長
第
1
6
条
の
３

育
児
休
業
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
が
育
児
休
業
の
期
間
を
延
長

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
延
長
請
求
書
（
第
2
2
号
様
式
の
２
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
再
（
延
長
）
請
求
書
（
第

23
号
様
式
）
を
教
育
長
に
提
出
し

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
6
条
の
４

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
５
条
第
１
項
又
は
第
２
第
1
6
条
の
４

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
５
条
第
１
項
又
は
第
２

項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
育
児
休
業
等
変
更
届
出
書
（
第

23
号
様
式
）
を
遅
滞
な

項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
育
児
休
業
等
変
更
届
出
書
（
第

24
号
様
式
）
を
遅
滞
な

く
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
等
の
手
続
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
等
の
手
続
）

第
1
6
条
の
５

職
員
は
、
育
児
休
業
法
第

10
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
育
児
短
時
間
勤
務
第
1
6
条
の
５

職
員
は
、
育
児
休
業
法
第

10
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
第
2
4
号
様
式
）
に
当

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
第
2
4
号
様
式
の
２
）

該
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
教

に
当
該
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え

育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例
２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例



第
６
号
）
第
1
1
条
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
き
は
、

第
1
1
条
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
き
は
、
育

育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
第
2
4
号
様
式
の
２
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
休
業
等
計
画
書

を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
2
2
号
様
式
（
第

16
条
の
２
関
係
）

第
2
2
号
様
式
（
第

16
条
の
２
関
係
）



（
新
設
）



（
削
る
。
）

第
2
2
号
様
式
の
２
（
第

16
条
の
２
、
第

16
条
の
５
関
係
）





第
2
2
号
様
式
の
２
（
第
1
6
条
の
３
関
係
）

第
2
3
号
様
式
（
第

16
条
の
２
及
び
第
1
6
条
の
３
関
係
）



第
2
3
号
様
式
（
第

16
条
の
４
、
第
1
6
条
の
７
関
係
）

第
2
4
号
様
式
（
第

16
条
の
４
、
第
1
6
条
の
７
関
係
）



第
2
4
号
様
式
（
第

16
条
の
５
、
第
1
6
条
の
６
関
係
）

第
2
4
号
様
式
の
２
（
第

16
条
の
５
、
第
1
6
条
の
６
関
係
）



第
2
4
号
様
式
の
２
（
第

16
条
の
５
関
係
）

（
新
設
）

（
注
）

条
例
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。


